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伊江村農業委員会総会議事録 

 

１. 開催日時  令和８年３月 24日（火）13：30～ 

 

２. 開催場所  伊江村役場 ２階 小会議室 

 

 出席委員   会長  玉城 正芳 

       １番    大城 良太 

       ２番  大城 貴子 

       ３番  大城 孝美 

５番  玉城 増生 

６番  棚原 貴光 

７番  西江 正 

８番  友寄 千成 

９番  知念 雄二 

 

  農地利用最適化推進委員 東江 良和 

              大城 雅明 

              儀間 徹 

 

３. 議事日程 

 

第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 会期決定の件 

第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第４ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書 

 

４. 農業委員会事務局職員 

 

事務局長 知念 浩司 

事務補助 内間 李美 
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令和８年第３回伊江村農業委員会総会議事録 

 

議長     只今より、令和８年第３回伊江村農業委員会総会を開会致します。 

       委員の出席について事務局より報告させます。 

 

局長     それでは本日の出席状況について報告いたします。本日の総会は農業委 

員総数９名中９名、農地利用最適化推進委員３名中３名全員出席であり 

ますことをご報告いたします。 

 

議長     只今、事務局から報告のあったとおり、農業委員総数９名中９名、農地

利用最適化推進委員３名中３名全員出席しております。よって会議規則

第 11条の規定により、本総会は成立することを報告致します。本日の議

事日程は予め、議席に配布したとおりです。それでは議事に入ります。 

 

議長     日程第１「会議録署名委員の指名」を行います。会議録署名委員は会議 

規則第 13条の規定により、議長が指名致します。署名委員に１番大城良 

太委員、２番大城貴子委員を指名致します。 

 

       日程第２「会期の決定の件」を議題と致します。本総会の会期は本日１ 

日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

全委員    異議なし。 

 

議長     異議なしと認めます。従って会期は本日１日間に決定しました。 

 

日程第３、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

を議題と致します。本案について事務局より説明を求めます。 

 

 

日程第３ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

局長     申請 ：Ｎｏ．１ 

譲受人：●●  ●● 

譲渡人：●●  ●● 

申請地：西江前ウフゲ 1521番２  地域計画区域内 

内容 ：登記現況共に畑  1,792㎡／542坪 

用途 ：農地（畑）として利用、所有権移転（売買／坪 922円） 

地籍図：４ページ 
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局長     申請 ：Ｎｏ．２ 

譲受人：藏下良彦  伊江村字東江前 1567番地 

譲渡人：東江實光  伊江村字東江前 486番地 

申請地：東江前クビリ原 1002番１  地域計画区域内 

内容 ：登記現況共に畑 626㎡／189坪 

申請地：東江前浜地原 1904番    地域計画区域内 

内容 ：登記現況共に畑 1,568㎡／474坪 

申請地：東江前マタ原 2065番    地域計画区域内 

内容 ：登記現況共に畑 933㎡／282坪  ３筆合計 3,127㎡／945坪 

用途 ：農地（畑）として利用、所有権移転（売買／坪 5,000円） 

地籍図：５～７ページ 

 

     申請 ：Ｎｏ．３ 

譲受人：島袋識子  伊江村字西江上 372番地 

譲渡人：大城要   伊江村字東江前 109番地の１ 

申請地：西江上赤嶺原 514番１  地域計画区域内 

内容 ：登記現況共に畑  3,013㎡／911坪 

用途 ：農地（畑）として利用、所有権移転（売買／1,000,000円） 

地籍図：８ページ 

 

局長     休憩お願いします。 

 

議長     休憩いたします。（14：42） 

 

議長     再開いたします。（14：43） 

 

局長     以上、議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請について」の 

説明と致します。ご審議方、宜しくお願い致します。 

 

議長     これから質疑を行います。質疑のある方はどうぞ。 

 

９番     進行お願いします。 

 

議長     進行の声がありますので進行します。（14：44） 

 

 これで質疑を終わります。これから、議案第１号「農地法第３条の規定

による許可申請について」採決します。お諮り致します。本案は原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

全委員    異議なし。 
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議長     異議なしと認めます。したがって、議案第１号「農地法第３条の規定に

よる許可申請について」は原案のとおり決定しました。 

 

       日程第４、報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出書に 

ついて」を議題とします。本案について、事務局に説明を求めます。 

 

 

日程第４ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

局長     申請 ：Ｎｏ．１ 

譲受人：喜瀬英子  宜野湾市宜野湾３-23-53 

譲渡人：仲元政德  伊江村字東江前 532番地 

申請地：東江前阿良 747番１  地域計画区域外 

内容 ：登記現況共に畑  773㎡／233坪 

用途 ：所有権移転（相続） 

地籍図：10ページ 

 

     以上、報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届出書につい 

て」報告と致します。 

 

議長     これで、報告第１号は終わりました。 

 

 

   これで本日の全日程が終了しました。会議を閉じます。 

令和８年第３回総会を閉会致します。お疲れ様でした。 

 

 

終了時間   14：46 

 

 

 

 

署 名 

 

 

           会 長     玉城 正芳      印 

 

           １ 番     大城 良太      印 

 

           ２ 番     大城 貴子      印 


